
 
 

日本学生支援機構の給付奨学金（家計急変）を希望される皆様へ  
    

１ 募集時期 
通常、毎年春及び秋に奨学生の募集を行っていますが、家計急変の場合は通年で申込を受け付けます。 

ただし、家計急変事由が発生した時から、３か月以内に申し込む必要があります。 
 

【注意：進学前 20２２年 1 月～202４年 3 月に家計急変事由が発生した場合】 

→ 進学後３か月以内（６月末日まで）に申込みが必要 

 
２ 申請方法等 

まずは事務局学生支援室（gakusei@m.hiroshima-cu.ac.jp）宛てにメールにて学籍番号、氏名、連絡先、

家計急変事由を明記し、御連絡ください。 

 

３ 家計急変事由 

 
※ 家計急変事由の詳細については、給付奨学金案内（家計急変採用）を参照してください。 

 

４ 提出書類 

提出書類については、別途お知らせします。 
 

５ 授業料等減免申請について 

授業料等減免申請については、別途お知らせします。 

 

６ 注意事項 

◎ マイナンバーの提出期限等について 

⇒「マイナンバー提出書」等は、スカラネットでの申込（入力）後、１週間以内に日本学生支援機構（委託

会社）に提出してください！（未提出の場合、採用されない場合があります。） 

 

◎ 給付奨学金（在学採用）の受給者が給付奨学金（家計急変）の申込みを希望する場合 

 ⇒給付奨学金（在学採用）の定期的な募集（春・秋）と併行して申し込むことはできません。また、給付奨学

金（家計急変）に採用されると、原則として３か月ごとに家計急変に該当する生計維持者の［給与明細書及び

その他の所得あればその証明書］に基づき支援区分の見直しがあります。家計急変採用への変更が認められた

場合は、元の給付奨学金（在学採用）に戻すことはできません。 

 

７ 掲示等と電話番号登録について  

◎ 大学からの奨学金に関する連絡は講義棟の掲示板や大学のウェブサイト、メール等でお知らせします。 

大事なお知らせを見逃さないように注意してください。 

◎ 電話で連絡することもあります。携帯電話に登録し、連絡があった場合必ず出るか折り返してください。 
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